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問
平
成
29
年
10
月
１
日
配
布

の
広
報
し
ち
か
し
ゅ
く
に
、

小
中
一
貫
教
育
の
導
入
を
考
え
る

と
し
て
、
七
ヶ
宿
町
の
教
育
の
在

り
方
検
討
委
員
会
を
設
立
し
た
記

事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

後
の
検
討
委
員
会
の
活
動
状
況
を

伺
う
。

答
平
成
29
年
３
月
か
ら
教
育

の
在
り
方
検
討
委
員
会
を

開
催
し
、計
12
回
会
議
を
行
っ
た
。　

　
10
回
目
で
は
、
小
中
一
貫
教
育

施
設
整
備
に
つ
い
て
。

　
11
回
目
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検

討
事
項
を
確
認
。

　
令
和
元
年
12
月
の
12
回
目
の
会

議
で
は
、
学
校
施
設
整
備
の
今
後

の
進
め
方
、
長
寿
命
化
計
画
、
過

疎
計
画
で
令
和
６
年
度
に
中
学
校

の
基
本
設
計
が
計
画
さ
れ
て
い
る

中
で
再
度
、
施
設
整
備
の
検
討
を

行
っ
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。問

12
回
目
以
降
の
検
討
委
員

会
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動

を
し
て
き
た
の
か
。

答
ソ
フ
ト
面
で
は
あ
る
程
度

で
き
上
が
っ
て
い
る
が
、

ハ
ー
ド
面
が
出
来
て
な
い
の
で
一

旦
中
断
し
、
学
校
を
建
て
替
え
す

る
と
き
に
協
議
し
た
い
。

問
今
年
は
ど
の
よ
う
な
事
を

す
る
の
か
。

答
将
来
は
、
一
貫
教
育
を
目

指
す
た
め
、
小
中
学
校
の

校
長
先
生
方
の
連
携
を
更
に
強
化

し
て
い
く
。

問答
教
育
の
在
り
方
検
討
委
員
会
の
活
動
状
況
は

12
回
の
検
討
委
員
会
を
開
催
し
た

１
回
目
、
２
回
目
で
は
保
・
小
・

中
学
校
の
小
規
模
に
対
応
し
た
教

育
の
在
り
方
を
協
議
し
た
。

　
３
回
目
、
４
回
目
で
は
、
小
中

一
貫
教
育
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
と
小
中
一
貫
教
育
基
本
構
想
に

つ
い
て
。

　
５
回
目
で
は
、
施
設
整
備
の
方

向
性
や
教
育
課
程
編
成
部
会
、
施

設
整
備
検
討
部
会
の
設
置
に
つ
い

て
の
話
し
合
い
。

　
６
回
目
で
は
、
小
中
一
貫
教
育

基
本
構
想
修
正
案
や
施
設
整
備
の

検
討
状
況
に
つ
い
て
協
議
し
て
い

る
。

　
７
回
目
、
８
回
目
で
は
小
中
一

貫
教
育
制
度
類
型
に
つ
い
て
小
・

中
学
校
建
設
基
本
構
想
（
案
）
に

つ
い
て
。

　
９
回
目
で
は
、
小
・
中
学
校
施

設
整
備
予
定
（
案
）
に
つ
い
て
。

髙橋  茂美  議員

問
町
外
の
市
町
に
お
け
る
介

護
タ
ク
シ
ー
の
利
用
状
況

な
ど
を
調
査
を
す
べ
き
で
は
。

答
町
外
の
介
護
タ
ク
シ
ー
事

業
者
は
民
間
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
個
人
情
報
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
調
査
は
で
き
な
い
。
町
内
で

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
支
援
策

に
つ
い
て
対
応
し
た
い
。

問
車
い
す
利
用
者
を
送
迎
で

き
る
車
両
を
町
が
購
入
し
、

業
務
委
託
す
る
こ
と
を
積
極
的
に

進
め
る
べ
き
で
は
。

答
車
両
の
購
入
は
考
え
て
い

な
い
。
町
営
バ
ス
、
デ
マ

ン
ド
バ
ス
の
利
用
で
対
応
し
て
ほ

し
い
。

問
介
護
タ
ク
シ
ー
利
用
者
へ

の
支
援
策
を
積
極
的
に
取

り
組
む
考
え
は
。

答
ど
の
く
ら
い
の
利
用
者
が

あ
る
の
か
に
つ
い
て
調
査

検
討
し
た
い
。

▲教育の在り方検討委員会
（広報しちかしゅく No.681）

タ
ク
シ
ー
で
定
期
的
に
通
院
す
る

よ
う
な
方
は
い
な
い
。

　
町
内
で
の
介
護
タ
ク
シ
ー
の
利

用
実
績
は
、
令
和
５
年
に
な
っ
て

か
ら
２
件
あ
っ
た
が
、
４
月
以
降

の
利
用
は
な
い
。

問
町
外
の
医
療
機
関
に
通
院

す
る
高
齢
者
や
、
障
害
を

抱
え
た
町
民
の
た
め
、
福
祉
の
更

な
る
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
。

答
町
内
の
要
介
護
者
等
の
介

護
タ
ク
シ
ー
利
用
目
的
は
、

病
院
か
ら
の
退
院
の
際
に
家
族
の

車
や
一
般
の
タ
ク
シ
ー
の
利
用
が

困
難
な
場
合
に
、
自
宅
ま
で
の
介

護
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
と
い
っ

た
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
、
介
護

問答
介
護
タ
ク
シ
ー
利
用
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
利
用
実
態
を
検
討
す
る

髙橋  きく子  議員


